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地域薬剤師会長  様 
同 薬局部会長  様 
 

長野県薬剤師会 
会長 日野 寛明 

 
疑義解釈資料の送付について（その 48） 

 
平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 
今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。 
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいま

すよう、よろしくお願いいたします。 
なお、別添通知の内容は、厚生労働省ホームページからも入手が可能です。（本会

ホームページからもリンクしています。） 
 
 
〇「令和４年度診療報酬改定について」  

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 >  
健康・医療 > 医療保険 > 令和４年度診療報酬改定について  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html 

 
○本会ホームページ掲載場所 
  本会 HP>会員専用ページ>医療保険情報>診療報酬（調剤報酬）改定関連 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

事 務 局 長  中島 

医薬品情報室 小林 / 保険医療課 桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  









 

 
 



 


